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は
じ
め
に

　

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
、
東
日
本
大
震
災
が
如
実
に
あ
ら
わ
し
た

よ
う
に
、
経
済
的
な
大
不
況
や
大
災
害
が
も
た
ら
す
災
禍
は
、
当
該

社
会
・
経
済
構
造
の
矛
盾
の
発
現
で
あ
り
、
災
禍
の
あ
ら
わ
れ
に
は

社
会
・
経
済
構
造
の
変
革
の
示
唆
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
コ
ロ
ナ
・

シ
ョ
ッ
ク
は
、
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
人
々

に
困
難
が
よ
り
集
中
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
女
性
は
そ
の
象
徴

的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
女
性
は
い
か
な
る
意
味
で
弱
い
立

場
に
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
社
会
・
経
済
を
つ
く
る
こ
と
で
、
克
服
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
、
労
働
と
生
活
を
切
り
口
に
、
こ
の
問
題
を
考
え
て

み
た
い
。

１　

�

２
０
０
０
年
代
以
降
に
進
ん
だ
女
性
の
就
業
と�

サ
ー
ビ
ス
経
済
化

　

戦
後
、
女
性
の
就
業
化
は
一
貫
し
て
進
行
し
て
き
た
が
、
２
０
０

０
年
代
以
降
も
そ
の
過
程
が
進
行
し
、
女
性
の
働
き
方
を
大
き
く
変

化
さ
せ
て
き
た
。
特
に
２
０
１
５
年
以
降
の
安
倍
政
権
は
、
少
子
高

齢
化
に
よ
る
人
口
構
成
の
変
化
の
中
で
、
多
様
な
背
景
を
も
つ
人
々

の
労
働
力
化
を
経
済
成
長
戦
略
の
要
と
し
て
強
力
に
推
し
進
め
た
。

い
わ
く
、
子
育
て
・
介
護
中
の
労
働
者
を
含
め
、
多
様
な
主
体
が
労

働
参
加
す
る
こ
と
で
、
潜
在
成
長
率
が
底
上
げ
さ
れ
、
消
費
・
民
間

投
資
の
拡
大
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
生
産
性
向
上
が
も
た
ら

さ
れ
、
そ
の
経
済
的
果
実
が
子
育
て
・
社
会
保
障
基
盤
を
強
化
し
、

子
育
て
・
介
護
と
労
働
を
両
立
さ
せ
る
し
く
み
を
支
え
る
好
循
環
が

実
現
す
る
と
い
う
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
が
必
要
と
し
た
の
で
あ
る

（
２
０
１
６
年
４
月
、「
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」）。

　

こ
の
中
で
、
女
性
の
就
業
は
劇
的
に
進
み
、
２
０
０
０
年
に
は
雇

用
者
５
３
５
６
万
人
中
、
女
性
が
２
１
４
０
万
人
、
40
％
だ
っ
た
の

が
、
２
０
１
９
年
に
は
６
０
０
４
万
人
中
、
女
性
が
２
７
２
０
万

人
、
45
・
３
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
労
働
力
調
査
」）。
少

子
高
齢
化
の
中
で
も
、
２
０
０
０
年
か
ら
２
０
１
９
年
に
雇
用
者
は

６
４
８
万
人
増
え
た
が
、
う
ち
女
性
が
５
８
０
万
人
、
増
加
し
た
雇

用
者
の
う
ち
89
・
５
％
を
占
め
て
い
る
。

　
︹
Ｍ
字
型
雇
用
が
「
解
消
」︺　

女
性
の
雇
用
労
働
者
化
は
、
女
性

の
働
き
方
の
特
徴
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
第
一
は
、
М
字

型
雇
用
の
「
解
消
」
と
低
年
齢
児
童
を
持
つ
母
親
の
就
業
率
の
上
昇

で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
日
本
の
女
性
労
働
は
、
仕
事
と
妊
娠
・
出

産
・
子
育
て
と
の
両
立
の
む
ず
か
し
さ
か
ら
、
出
産
・
子
育
て
期
の

20
代
後
半
〜
40
代
前
半
の
労
働
力
率
が
下
が
る
М
字
型
雇
用
と
な
っ

て
い
た
が
、
２
０
０
０
年
代
を
通
じ
て
、
20
代
後
半
〜
40
代
前
半
の

労
働
力
率
が
お
よ
そ
８
割
ま
で
上
昇
し
、
М
字
型
雇
用
は
解
消
し
つ

つ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、

20
代
後
半
〜
40
代
前
半
の
女
性
に
未
婚
者
や
結
婚
し
て
い
て
も
子
ど

も
を
持
た
な
い
人
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
低
年
齢
児
を
持
つ
母
親
の
就
業
者
の
増
加
も
大
き
な
要
因
と

な
っ
て
い
る
。

　

図
１
は
、
２
０
０
０
年
代
以
降
の
夫
婦
・
子
か
ら
な
る
世
帯
の
母

親
の
有
業
率
を
末
子
年
齢
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
90
年
代
後
半
〜

２
０
１
０
年
代
に
か
け
て
、
末
子
が
就
学
し
て
以
降
は
７
割
超
、
未

就
学
児
で
も
半
数
以
上
の
母
親
が
就
業
す
る
よ
う
に
な
り
、
子
育
て

期
の
就
業
中
断
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
子
ど
も
を
持
つ
母
親
の
就

業
が
Ｍ
字
雇
用
の
底
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
︹
高
齢
女
性
の
労
働
力
化
︺　

但
し
、
女
性
労
働
者
の
増
加
は
、
子

育
て
中
の
女
性
や
子
ど
も
を
持
た
な
い
若
い
女
性
の
就
労
に
よ
る
も

の
だ
け
で
は
な
い
。
女
性
労
働
の
特
徴
の
変
化
と
し
て
第
二
に
あ
げ

た
い
の
は
、
高
齢
女
性
の
労
働
力
化
で
あ
る
。
２
０
１
７
年
に
は
、

女
性
有
業
者
の
う
ち
65
歳
以
上
の
者
が
11
・
７
％
ま
で
上
昇
し
て
お

り
、
１
９
９
７
年
に
５
・
７
％
だ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
そ
の
比
率

ジ
ェン
ダ
ー
平
等
戦
略
を
改
め
て

考
え
る
　
女
性
の
労
働
問
題
と
貧
困
を
克
服
す
る
た
め
に

蓑輪明子
名城大学准教授
みのわ・あきこ

は
倍
増
し
て
い

る
。
同
期
間
に
、

子
ど
も
を
持
つ
45

歳
未
満
の
有
業
者

女
性
は
17
・
８
％

か
ら
15
・
１
％

に
、
母
子
世
帯
は

１
・
２
％
か
ら

１
・
９
％
と
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
実
数
自
体
は
増

え
て
い
る
も
の

の
、
子
育
て
世
代
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そ
れ
自
体
の
人
口
減
少
も
あ
っ
て
、
女
性
労

働
者
の
中
で
の
比
率
を
大
き
く
増
や
す
ほ
ど

の
変
化
で
は
な
い
（
ち
な
み
に
、
単
身
世
帯

の
女
性
は
２
０
１
７
年
で
13
・
５
％
と
な
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
就
業
構
造
基
本
調

査
」）。

　
︹
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
従
事
者
の
増
加
︺　

女
性
労
働
の
特
徴
の
変
化
と
し
て
、
三
つ
め

に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働

の
従
事
者
の
増
加
で
あ
る
。
２
０
０
０
年
代

以
降
、
製
造
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
経
済

構
造
転
換
が
進
み
、
就
業
者
も
サ
ー
ビ
ス
関

連
業
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
、
と
り

わ
け
医
療
・
福
祉
で
あ
る
。

　

表
１
は
、
主
要
産
業
の
有
業
者
割
合
の
推

移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
２
０
０
２
年
か

ら
２
０
１
９
年
ま
で
の
間
に
、
建
設
業
は

９
・
５
％
か
ら
６
・
８
％
に
、
製
造
業
は

20
・
８
％
か
ら
16
・
９
％
に
そ
れ
ぞ
れ
減
少

さ
せ
る
一
方
、
医
療
・
福
祉
は
８
・
３
％
か

産
業
部
門
は
微
減
・
微
増
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
２
０
０
０
年
代
以

降
の
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
と
も
い
え
る
内

実
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
が
顕
著
な
の
が
女
性
で
あ
り
、
女
性

有
業
者
に
占
め
る
医
療
・
福
祉
の
割
合
は
16
・
１
％
か
ら
22
・
1
％

と
な
り
、
６
・
９
ポ
イ

ン
ト

増
加
し
た
。
同
時
期
の
医
療
・
福
祉
有
業
者
増

加
数
は
３
７
４
万
人
で
、
う
ち
２
７
７
万
人
、
増
加
数
の
74
・
１
％

を
女
性
が
占
め
て
い
る
。

　

医
療
・
福
祉
部
門
内
で
の
就
業
者
割
合
の
２
０
１
７
年
の
内
訳
を

見
て
み
る
と
、
医
療
が
48
・
９
％
、
老
人
福
祉
・
介
護
事
業
（
除
く

訪
問
介
護
）
が
25
％
、
児
童
福
祉
事
業
が
13
・
６
％
、
障
害
者
福
祉

が
４
・
９
％
で
、
福
祉
部
門
が
２
０
０
２
年
と
比
較
す
る
と
ト
ー
タ

ル
で
12
・
９
％
増
加
し
て
い
る
（「
就
業
構
造
基
本
調
査
」）。

　

な
お
、
福
祉
部
門
と
い
う
点
で
い
う
と
、
こ
の
分
野
に
高
齢
者
が

多
く
就
業
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。
全
労
連
が
行

っ
た
介
護
労
働
者
調
査
に
よ
る
と
、
高
齢
者
施
設
で
働
い
て
い
る
回

答
者
の
12
・
４
％
、
訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
の
37
・
７
％
が
60
代
以
上

で
あ
っ
た
（
全
労
連
『
介
護
労
働
実
態
調
査
報
告
書
』
２
０
１
９

年
）。
ま
た
、
愛
知
県
保
育
労
働
実
態
調
査
で
は
、
保
育
施
設
で
働

い
て
い
る
回
答
者
の
う
ち
、
正
規
雇
用
者
の
２
・
４
％
が
、
非
正
規

雇
用
者
の
17
・
４
％
が
60
代
以
上
で
あ
っ
た
（『
愛
知
県
保
育
労
働

実
態
調
査
報
告
書　

速
報
値
全
県
版
』
２
０
１
８
年
）。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
女
性
労
働
者
の
う
ち
、
高
齢
者
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い

る
が
、
福
祉
分
野
で
も
高
齢
就
労
者
は
多
く
、
老
老
介
護
な
ど
と
指

摘
さ
れ
た
実
態
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
雇
用
不
安
や
感
染
対
策
、

人
手
不
足
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
の
部
門
も
女
性
比
率
が
高
い
部
門
で
あ
り
、
公
共
サ
ー
ビ

ス
経
済
化
の
担
い
手
は
ま
さ
に
女
性
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

２　

日
本
に
お
け
る
女
性
労
働
者
の
状
態

　

以
上
の
よ
う
に
、
２
０
０
０
年
代
以
降
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
、
と
り

わ
け
公
共
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
へ
の
産
業
構
造
転
換
を
伴
い
な
が
ら
、

全
世
代
を
通
じ
て
、
女
性
の
就
業
す
な
わ
ち
労
働
力
商
品
化
が
進
行

し
た
が
、
女
性
の
労
働
力
商
品
化
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
は
必
ず

し
も
つ
な
が
ら
ず
、
労
働
が
女
性
の
新
た
な
困
難
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
そ
の
困
難
の
様
相
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
女
性
労
働
力
の
非
正
規
化
と
そ
の
困
難

　

な
ん
と
言
っ
て
も
、
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
女
性
の

労
働
力
商
品
化
が
非
正
規
雇
用
化
と
い
う
形
で
展
開
し
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
１
９
年
ま
で
の
間
、
非
正
規
雇
用

は
１
４
５
２
万
人
か
ら
２
３
０
８
万
人
に
増
え
、
非
正
規
雇
用
比
率

を
29
・
４
％
か
ら
40
・
８
％
に
増
や
し
て
い
る
が
、
２
０
１
９
年
非

正
規
雇
用
の
７
割
は
女
性
で
あ
る
。
同
時
期
に
は
女
性
正
規
雇
用
者

も
１
０
８
万
人
増
加
し
て
い
る
が
、
非
正
規
雇
用
者
の
増
加
ペ
ー
ス

が
よ
り
早
い
た
め
に
、
女
性
雇
用
者
中
の
正
規
雇
用
の
比
率
は
50
・

７
％
か
ら
44
％
へ
と
低
下
し
て
い
る
（「
労
働
力
調
査
」）。

　

非
正
規
雇
用
が
不
安
定
・
低
賃
金
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
ま
ず
、
女
性
非
正
規
雇
用
者
の
う
ち
、
52
・
３
％
が
有
期
雇

用
で
、
雇
用
不
安
を
常
に
抱
え
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
（
女
性
正
規

で
有
期
雇
用
者
は
４
・
８
％
。
２
０
１
７
年
「
就
業
構
造
基
本
調

査
」）。

　

ま
た
、
賃
金
も
低
く
な
っ
て
い
る
。
図
２
は
、
性
・
年
齢
別
に
、

雇
用
形
態
ご
と
の
時
給
を
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
一
般
労
働
者

の
時
給
に
は
年
間
賞
与
も
含
め
た
）、
女
性
・
短
時
間
労
働
者
の
時

給
は
す
べ
て
の
年
齢
階
層
で
１
０
０
０
〜
１
１
０
０
円
台
、
正
規
以

外
の
女
性
・
一
般
労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
労
働
者
）
で
も

１
２
０
０
円

台
〜
１
４
０

０
円
台
と
な

っ
て
お
り
、

非
正
規
女
性

が
生
涯
に
わ

た
っ
て
低
賃

金
に
据
え
置

か
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

男
性
正
規
の

一
般
労
働
者

の
平
均
時
給

が
年
齢
に
応

じ
て
上
が

ら
13
・
６
％
へ
と
５
・
３
ポ
イ

ン
ト

増
加
し
て
お
り
、
医
療
・
福
祉
は
製
造

業
に
な
ら
ぶ
日
本
の
主
要
産
業
と
な
っ
て
い
る
。
卸
売
・
小
売
業
、

金
融
・
保
険
業
、
宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

表1　産業別にみた有業者割合〈総数／（ ）内が女性〉

建設業 製造業 卸売・小売業 金融業・保険業 宿泊業・
飲食サービス業 医療・福祉

2002年 9.5 （3.6） 20.8（16.6） 17.7（21.3） 3.0 （3.8） 5.6 （8.6） 8.3（16.1）

2019年 6.8 （2.8） 16.9（11.0） 16.4（19.1） 2.7 （3.2） 6.1 （8.6） 13.6（23.0）

増減 −2.7（−0.8） −3.9（−5.6） −1.3（−2.2） −0.3（−0.6） 0.5 （0.0） 5.3 （6.9）
（出所）「労働力調査」より作成。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

一般労働者・正規（男）

一般労働者・正規（女）

一般労働者・正規以外（女）

短時間労働者・非正規（女）

（円）

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～70歳

図2　性別・年齢別・雇用形態別 時給（2019年）

（注）一般労働者は短時間労働者を除く労働者。一般労働者の時給は、決まって支払
われる給与額に12ヶ月をかけたものに年間賞与を加え、所定労働時間に12ヶ月を
かけたもので除した額である。短時間労働者・非正規の時給には年間賞与を反映
していない。

（出所）「賃金構造基本統計調査」2019年より作成。
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以
上
の
よ
う
に
非
正
規
雇
用
の
女
性
た
ち
は
劣
悪
な
労
働
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
が
、
正
規
雇
用
の
女
性
た
ち
の
状
況
が
よ
い
も
の
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
図
２
に
あ
る
よ
う
に
、
正
規
労
働
者
の
年
齢

別
平
均
時
給
（
一
時
金
を
含
む
）
は
、
最
大
が
、
女
性
は
50
代
前
半

の
２
５
９
０
円
で
、
男
性
が
同
年
齢
階
層
で
３
７
７
３
円
と
、
女
性

が
１
０
０
０
円
以
上
低
く
な
っ
て
い
る
。
年
齢
に
よ
る
引
き
上
げ
が

な
い
で
は
な
い
が
、
引
き
上
げ
の
幅
は
狭
く
、
非
正
規
に
近
い
寝
た

き
り
の
賃
金
体
系
と
な
っ
て
い
る
。
年
収
で
み
る
と
、
年
収
３
０
０

万
円
未
満
の
労
働
者
は
男
性
正
規
が
20
・
２
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

女
性
正
規
で
は
48
・
２
％
に
も
の
ぼ
り
、
最
低
生
計
費
と
同
程
度
か

そ
れ
以
下
の
労
働
者
が
正
規
で
も
お
よ
そ
半
数
を
占
め
て
い
る

（「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
２
０
１
７
年
）。

　

ま
た
、
長
時
間
労
働
の
問
題
も
依
然
と
し
て
深
刻
で
あ
る
。
女
性

正
規
労
働
者
（
年
間
労
働
日
数
２
０
０
日
以
上
）
の
う
ち
、
週
労
働

時
間
が
43
時
間
以
上
は
48
・
５
％
で
あ
り
、
お
よ
そ
半
数
が
時
間
外

労
働
を
行
っ
て
い
る
。
男
性
正
規
労
働
者
は
68
・
２
％
が
43
時
間
以

上
、
働
い
て
お
り
、
女
性
よ
り
も
多
い
が
、
男
女
問
わ
ず
、
職
場
で

は
時
間
外
労
働
を
行
う
こ
と
が
常
態
化
し
て
お
り
、
法
定
労
働
時
間

が
標
準
労
働
時
間
と
な
ら
ず
、
時
間
外
労
働
を
行
う
こ
と
が
む
し
ろ

標
準
と
な
っ
て
い
る
（「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
２
０
１
７
年
）。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
週
60
時
間
以
上
の
超
長
時
間
労
働
を
行
う
正
規

女
性
労
働
者
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
２
０
０
７
年
と
２
０
１
７
年
を

比
較
す
る
と
、
５
・
９
％
か
ら
６
・
３
％
と
な
り
、
数
に
し
て
１
万

５
０
０
人
増
加
し
て
い
る
。
週
に
同
時
間
働
く
正
規
男
性
労
働
者
が

17
・
４
％
か
ら
14
・
４
％
と
減
少
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
性

は
増
加
傾
向
に
あ
る
（「
就
業
構
造
基
本
調
査
」）。

　

長
時
間
労
働
が
常
態
化
す
る
中
で
は
、
男
女
の
家
庭
役
割
や
生
活

と
の
両
立
は
困
難
で
あ
り
、
よ
り
女
性
に
負
担
が
か
か
り
、
正
規
雇

用
と
し
て
の
就
業
の
継
続
が
む
ず
か
し
い
現
状
は
改
善
さ
れ
て
い
か

な
い
。
ま
た
近
年
で
は
、「
残
業
」
が
一
見
、
減
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
、
労
働
が
過
密
化
し
た
り
、
休
憩
に
仕
事
が
浸
食
す
る
傾
向

も
強
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
働
き
方
改
革
に
よ
り
、
残
業
を
行
わ

な
い
よ
う
企
業
が
厳
格
に
労
働
時
間
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
一
方
で

業
務
量
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
仕
事
を
こ
な
す
た
め

に
休
憩
中
の
労
働
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る

（「
東
京
新
聞
」、
２
０
１
９
年
５
月
13
日
付
朝
刊
）。
育
児
時
短
取
得

時
に
も
、
業
務
軽
減
が
伴
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
結
局
、
休
憩
時
間

に
仕
事
を
し
た
り
、
時
短
利
用
中
な
の
に
残
業
を
し
た
り
す
る
事
例

も
労
働
現
場
で
は
散
見
さ
れ
る
。

　

子
育
て
中
の
母
親
（
在
学
中
の
末
子
が
い
る
夫
婦
・
子
か
ら
な
る

世
帯
）
の
正
規
比
率
は
33
・
５
％
で
あ
り
（「
就
業
構
造
基
本
調
査
」

２
０
１
７
年
）、
子
ど
も
が
小
さ
い
時
期
か
ら
母
親
が
就
業
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
正
規
雇
用
と
し

て
働
き
続
け
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
依
然
と
し
て
変
化
が
な
い
と

い
え
よ
う
。

　

③
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
の
特
徴

　

以
上
の
よ
う
な
、
正
規
・
非
正
規
を
問
わ
な
い
女
性
の
低
賃
金
と

長
時
間
労
働
の
構
造
は
、
サ
ー
ビ
ス
労
働
の
低
賃
金
・
長
時
間
労
働

に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
公
共
サ
ー
ビ
ス

労
働
者
の
低
賃
金
・
長
時
間
労
働
の
構
造
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

女
性
労
働
者
の
中
で
増
加
し
て
い
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
の
福
祉

部
門
は
、
低
賃
金
で
あ
り
、
例
え
ば
、
推
定
平
均
年
収
（
決
ま
っ
て

支
払
わ
れ
る
給
与
額
12
ヵ
月
分
に
年
間
賞
与
等
を
加
え
た
も
の
）
は

福
祉
施
設
介
護
職
員
で
３
３
９
・
６
万
円
、
保
育
士
は
３
６
３
・
５

万
円
で
、
単
身
者
の
最
低
生
計
費
を
や
や
上
回
る
水
準
で
、
全
労
働

者
平
均
の
５
０
０
・
７
万
円
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
（「
賃
金
構

造
基
本
統
計
調
査
」）。
さ
ら
に
、
福
祉
の
各
職
場
で
は
時
間
外
労
働

が
常
態
化
し
、
時
間
外
労
働
が
な
け
れ
ば
施
設
が
運
営
で
き
な
い
状

態
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
人
手
不
足
に
よ
り
、
こ
の
傾
向
が
加
速

し
て
い
る
。
ま
た
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
も
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
福
祉
職
場
の
担
い
手
の
多
く
は
女
性
で
あ
り
、
福
祉
職
場
の
低

賃
金
・
長
時
間
労
働
は
、
女
性
労
働
者
全
般
の
労
働
条
件
を
引
き
下

げ
て
い
る
。

　

④
女
性
の
家
計
に
占
め
る
比
重
の
上
昇
と
新
し
い
家
族
主
義

　

以
上
に
見
た
よ
う
な
、
女
性
の
労
働
力
化
は
、
男
性
の
低
賃
金
化

と
と
も
に
進
ん
で
い
る
。
日
本
で
は
、
日
本
型
雇
用
の
下
で
、
男
性

が
主
た
る
稼
ぎ
手
と
な
り
、
女
性
が
家
事
・
育
児
を
担
う
性
別
役
割

分
業
家
族
を
標
準
モ
デ
ル
と
す
る
日
本
型
生
活
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
中
に
は
、
女
性
差
別
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
を
求
め
る
人
々
か
ら
強
い
批
判
を
受
け
て
き
た
が
、
と
は

い
え
、
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
を
支
え
る
年
功
賃
金
が
一
定
、
存
在
す

る
限
り
（
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
人
々
が
貧
困
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な

り
、
最
大
３
７
０
０
円
台
ま
で
上
昇
す
る
の
に
比
べ
て
低
く
、
紙
幅

の
関
係
上
、
図
表
に
は
掲
載
し
な
か
っ
た
が
、
女
性
非
正
規
は
同
じ

非
正
規
で
も
男
性
非
正
規
よ
り
も
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
（「
賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
２
０
１
９
年
）。
年
収
に
つ
い
て
み
る
と
、

フ
ル
タ
イ
ム
女
性
非
正
規
労
働
者
（
年
間
２
０
０
日
以
上
、
週
35
時

間
以
上
労
働
）
の
90
・
２
％
が
２
９
９
万
円
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
、
中
澤
秀
一
氏
と
労
働
組
合
の
共
同
調
査
に
よ
っ
て
、
全
国

ど
の
地
域
で
も
慎
ま
し
や
か
な
最
低
限
度
の
生
活
に
必
要
な
最
低
生

活
費
は
単
身
世
帯
で
月
額
22
〜
23
万
円
、
年
収
で
お
よ
そ
２
８
０
万

円
程
度
、
時
給
換
算
す
る
と
１
５
０
０
円
程
度
が
必
要
だ
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
女
性
非
正
規
の
ほ
と
ん
ど
が
一
人
で
最
低
生
活
す
ら

送
れ
な
い
賃
金
水
準
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
据
え
置
か
れ
て
い
る
。

　

雇
用
・
賃
金
だ
け
で
な
く
、
非
正
規
は
労
働
条
件
も
不
安
定
で
あ

る
。
例
え
ば
、
妊
娠
・
出
産
に
よ
る
就
業
継
続
に
つ
い
て
見
て
み
る

と
、
２
０
１
０
〜
14
年
に
第
１
子
出
産
前
に
派
遣
な
い
し
パ
ー
ト
だ

っ
た
女
性
が
、
第
１
子
が
１
歳
に
な
っ
た
時
、
就
業
を
継
続
し
て
い

る
割
合
は
25
・
５
％
、
う
ち
育
休
を
利
用
し
た
人
は
10
・
６
％
で
、

４
人
に
３
人
が
仕
事
を
や
め
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
正
規
雇
用
の
場

合
も
、
第
１
子
１
歳
時
に
就
業
継
続
し
て
い
る
人
は
62
・
２
％
、
育

休
利
用
者
は
54
・
７
％
に
す
ぎ
な
い
が
、
非
正
規
労
働
者
は
妊
娠
・

出
産
時
、
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
権
利
行
使
が
き
わ
め
て
困
難
で
、

妊
娠
・
出
産
後
の
就
労
継
続
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
（「
第
15
回
出

生
動
向
基
本
調
査
【
夫
婦
調
査
】」）。

　

②
正
規
女
性
の
低
賃
金
と
長
時
間
労
働
の
標
準
化
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ら
な
い
と
は
い
え
）、
全
社
会
的
に
み
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

生
活
破
綻
に
は
直
結
し
な
い
シ
ス
テ
ム
で
も

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
90
年
代
後
半
以
降
、
男
性
労
働

者
の
賃
金
抑
制
・
低
賃
金
化
が
進
み
、
日
本

型
雇
用
が
弛
緩
・
解
体
し
た
こ
と
で
、
妻
や

子
ど
も
た
ち
の
就
労
、
本
人
や
家
族
の
ダ
ブ

ル
ワ
ー
ク
・
ト
リ
プ
ル
ワ
ー
ク
な
ど
、
追
加

的
就
労
に
よ
り
家
計
維
持
を
行
う
よ
う
に
な

る
。
家
族
の
追
加
的
就
労
に
よ
る
所
得
が
家

計
の
補
助
で
は
な
く
、
主
た
る
収
入
源
と
な

る
共
働
き
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
家
族
総

出
で
就
労
し
、
生
活
を
支
え
る
構
造
を
筆
者

は
、
新
自
由
主
義
時
代
の
新
し
い
家
族
主
義

と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
点
を
統
計
的
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

子
の
い
る
世
帯
で
33
・
７
％
か
ら
25
・
８
％
に
、
18
歳
以
上
の
在
学

者
の
い
る
世
帯
で
43
・
９
％
か
ら
34
・
２
％
に
な
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
右
肩
上
が
り
の
賃
金
を
想
定
し
た
子
育
て
を
見
通
せ

な
く
な
っ
た
結
果
、
家
族
の
追
加
的
就
労
に
よ
る
収
入
が
家
計
に
お

い
て
不
可
欠
と
な
っ
て
主
軸
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
育
費
負

担
の
社
会
化
の
強
い
要
求
が
台
頭
す
る
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
傾
向
は
、
日
本
型
雇
用
の
時
代
に
も
右
肩
上
が
り
の
賃
金
を

想
定
で
き
な
い
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
や
低
所
得
男
性
世
帯
で
は
存
在
し

て
い
た
が
、
こ
う
し
た
状
況
と
要
求
が
全
社
会
的
な
も
の
と
な
っ
た

こ
と
が
現
代
の
特
徴
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
追
加
的
就
労
の
場
を

奪
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
非
正
規
雇
用
に
よ
る
追
加
的
就
労
を
必

要
と
し
て
い
た
人
々
に
、
と
り
わ
け
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ

る
。３　

�

資
本
主
義
的
支
配
の
深
化
と�

女
性
労
働
力
の
商
品
化

　

低
賃
金
・
長
時
間
労
働
に
よ
る
女
性
労
働
力
商
品
化
、
公
共
サ
ー

ビ
ス
経
済
化
、
家
族
総
出
の
就
労
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
資
本
の
蓄

積
構
造
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
90
年
代
後
半
以

降
、
日
本
資
本
主
義
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
新
自
由
主
義
的
改
革
を

推
し
進
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
本
位
の
資
本
蓄
積
構
造
を
構
築
し

た
。
労
働
市
場
に
即
し
て
言
え
ば
、
労
働
規
制
緩
和
を
行
い
、
低
賃

金
・
不
安
定
雇
用
と
長
時
間
労
働
で
労
働
者
を
酷
使
し
て
利
潤
追
求

す
る
、
労
働
力
浪
費
型
雇
用
（
伍
賀
一
道
）
が
一
般
化
し
た
。
他

方
、
こ
の
時
代
は
、
同
時
に
少
子
高
齢
化
が
進
む
時
期
で
あ
り
、
全

世
代
の
女
性
を
労
働
力
化
し
な
け
れ
ば
、
労
働
力
確
保
が
困
難
と
な

り
、
労
働
力
浪
費
型
雇
用
の
維
持
が
不
可
能
と
な
る
。
女
性
の
労
働

力
商
品
化
は
、
安
い
労
働
力
と
し
て
女
性
を
あ
て
に
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
新
自
由
主
義
の
時
代
の
資
本
蓄
積
構
造
構
築
の
一
環
と
し
て

進
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
構
造
の
下
で
、
女
性
は
二
重
の
意
味
で
資
本
に
搾
取
・

収
奪
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
資
本
─
賃
労
働
下
の
労
働
者
と
し
て

の
搾
取
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
に
お
い
て
機

械
制
大
工
業
の
広
が
り
の
中
で
、
女
性
や
子
ど
も
た
ち
が
資
本
の
支

配
下
に
お
か
れ
、
搾
取
に
巻
き
込
ま
れ
る
構
造
を
描
い
た
の
と
同
じ

構
図
で
あ
る
。
第
二
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
大
企
業
・
富
裕
層
を
中
心

に
、（
租
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
）
社
会
維
持
に
必
要
な
コ
ス
ト
負

担
を
回
避
す
る
た
め
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
抑
制
す
る
と
同

時
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
場
を
利
益
追
求
の
場
と
す
べ
く
、
公
共
部

門
を
市
場
化
・
民
営
化
す
る
中
で
行
わ
れ
る
、
ケ
ア
を
め
ぐ
る
搾

取
・
収
奪
で
あ
る
。

　

経
済
学
者
・
竹
中
恵
美
子
は
、
新
自
由
主
義
改
革
の
初
期
の
時
代

に
、
資
本
は
家
事
労
働
を
収
奪
し
つ
つ
、
労
働
者
と
し
て
も
女
性
を

搾
取
す
る
構
造
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
資
本
に
と
っ
て

労
働
力
の
再
生
産
が
不
可
欠
な
は
ず
で
あ
る
の
に
、
資
本
制
に
お
い

て
は
そ
れ
に
必
要
な
社
会
的
コ
ス
ト
負
担
を
資
本
が
回
避
す
る
た
め

に
、
家
族
内
で
女
性
に
家
事
労
働
を
強
制
し
て
タ
ダ
で
行
わ
せ
、
女

性
の
家
事
労
働
を
収
奪
す
る
と
同
時
に
、
家
事
労
働
を
担
い
つ
つ
賃

労
働
者
と
し
て
働
く
女
性
を
よ
り
「
劣
っ
た
」
労
働
者
と
し
て
差
別

し
な
が
ら
搾
取
す
る
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
的
に
捉
え
直
す

と
、
資
本
は
女
性
労
働
者
を
差
別
し
な
が
ら
搾
取
す
る
と
同
時
に
、

労
働
力
化
に
よ
り
家
庭
で
行
う
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
家
事
や

育
児
・
介
護
を
外
部
化
し
、
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る

場
合
に
は
コ
ス
ト
削
減
を
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
市
場
化
・
半

市
場
化
し
た
り
し
て
、
家
庭
内
外
で
行
わ
れ
る
ケ
ア
に
関
わ
る
諸
活

動
を
収
奪
・
搾
取
す
る
の
で
あ
る
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
で
働
く
女

性
労
働
者
の
長
時
間
・
低
賃
金
労
働
も
、
家
庭
で
の
無
償
の
ケ
ア
の

押
し
つ
け
も
、
こ
う
し
た
搾
取
・
収
奪
の
構
造
の
中
で
生
じ
て
い

る
。

　

安
倍
政
権
は
経
済
成
長
戦
略
の
要
の
一
つ
に
、
女
性
労
働
力
化
を

位
置
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
本
位
の
資
本
蓄
積
構
造

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
者
派
遣
法
の
再
改
正
を
通
じ

て
不
安
定
雇
用
の
増
加
を
招
い
た
り
、
超
長
時
間
労
働
を
可
能
と
す

る
労
働
基
準
法
改
正
を
行
っ
た
り
し
て
、
労
働
市
場
規
制
を
緩
和
す

る
一
方
、
拡
大
す
る
保
育
・
介
護
の
ニ
ー
ズ
に
は
市
場
化
に
よ
る
受

け
皿
の
拡
大
を
追
求
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
非
正
規
労
働
者
の
待

遇
改
善
と
称
し
て
行
わ
れ
て
い
る
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
適
用
や
最
低
賃
金
引
き
上
げ
も
不
徹
底
で
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ

非
正
規
の
低
処
遇
の
正
当
化
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
で
女
性
が
労
働
力
商
品
化
さ
れ
れ
ば
、
資
本
の
格
好
の
搾
取
・
収

奪
対
象
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

表
２
は
、
夫
婦
・
子
か
ら
な
る
世
帯
の
末
子
年
齢
別
夫
所
得
の
変
化

で
あ
る
。
１
９
９
７
年
か
ら
２
０
１
７
年
に
か
け
て
、
父
親
の
年
収

が
４
０
０
万
円
未
満
の
世
帯
は
増
加
し
、
11
歳
未
満
の
末
子
の
い
る

世
帯
で
27
・
６
％
か
ら
28
・
３
％
に
、
12
〜
17
歳
ま
で
の
末
子
の
い

る
世
帯
で
18
・
１
％
か
ら
22
・
６
％
に
、
18
歳
以
上
の
在
学
者
の
い

る
世
帯
で
15
・
５
％
か
ら
20
・
９
％
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
父
親

の
年
収
が
８
０
０
万
円
以
上
の
世
帯
は
減
少
し
、
11
歳
未
満
の
末
子

の
い
る
世
帯
で
17
・
８
％
か
ら
14
・
２
％
に
、
12
〜
17
歳
ま
で
の
末

表2　夫婦・子からなる世帯の末子年齢別の夫所得変化
（1997年～2017年）
父親の所得が

400万円未満の割合
父親の所得が

800万円以上の割合
末子年齢 1997年 2007年 2017年 1997年 2007年 2017年
11歳未満 27.6 30.3 28.3 17.8 14.4 14.2
12～17歳未満 18.1 22.6 22.6 33.7 27.4 25.8
18歳以上（在学） 15.5 20.8 20.9 43.9 37.0 34.2

（出所）「就業構造基本調査」より作成。
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賃
金
＋
社
会
保
障
に
よ
る
所
得
保
障
、
普
遍
的�

社
会
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

　

さ
て
、
こ
の
構
造
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
い
か
な
る
構
想
が
必

要
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
必
要
な
こ
と
は
、
公
私
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

で
行
わ
れ
て
い
る
女
性
差
別
を
排
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
家
庭
内
外
で
行
わ
れ
て
い
る
ケ
ア
な
ど
の
諸
活
動

を
再
評
価
し
、
労
働
領
域
で
い
え
ば
、
仕
事
と
家
庭
・
生
活
と
の
両

立
を
は
か
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現
は
む
ず
か

し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
資
本
主
義
的
市
場
の
論
理
が
強

い
社
会
で
は
、
女
性
は
よ
り
差
別
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
、
労
働
時
間
規
制
が
不
十
分
で
長
時
間
労
働
が
横
行
し
て
い
れ

ば
、
妊
娠
・
出
産
を
行
う
身
体
的
特
徴
を
持
ち
、
ま
た
家
庭
役
割
を

よ
り
多
く
抱
え
る
こ
と
の
多
い
女
性
は
、
職
場
で
よ
り
劣
位
に
置
か

れ
て
し
ま
う
。
非
正
規
雇
用
規
制
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
も
、
家

庭
役
割
な
ど
か
ら
非
正
規
で
働
く
こ
と
の
多
い
女
性
た
ち
に
よ
り
不

利
に
働
き
、
格
差
を
温
存
し
て
し
ま
う
。
市
場
的
な
社
会
サ
ー
ビ
ス

の
横
行
は
、
そ
こ
で
働
く
人
の
搾
取
や
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の

格
差
を
生
み
出
し
、
女
性
差
別
を
温
存
し
て
し
ま
う
。
社
会
保
障
に

よ
る
所
得
保
障
の
欠
如
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
抑
制
は
、
女
性
の
貧
困

を
放
置
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
実
現
の
前
提
条
件

と
し
て
、
資
本
主
義
的
な
市
場
に
対
す
る
体
系
的
規
制
を
労
働
規
制

と
社
会
保
障
で
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
だ
け
で

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
で
き
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現

す
る
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
条
件
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
日
本
で
は
日
本
型
雇
用
の
下
で
、
女
性
の
差
別
と
貧
困

は
温
存
・
隠い

ん

蔽ぺ
い

さ
れ
て
き
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
・
新
自
由
主
義
化
以
前
の
日
本
社
会
は
、
年
功
賃
金
・
終
身
雇

用
・
企
業
内
福
利
の
揃そ

ろ

っ
た
日
本
型
雇
用
に
よ
る
生
活
保
障
が
標
準

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
型
雇
用
は
一
家
の
稼
ぎ
手
と

さ
れ
た
男
性
に
の
み
限
っ
て
保
障
さ
れ
、
し
か
も
大
企
業
正
規
を
中

心
に
実
現
し
た
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
女
性
や
非
大
企
業

正
規
労
働
者
の
日
本
型
雇
用
か
ら
の
排
除
と
生
活
困
難
を
伴
う
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
生
活
資
源
の
ほ
と
ん
ど
を
年
功
賃
金
に
依
存

し
、
生
活
費
の
欠
如
に
対
応
す
る
社
会
保
障
整
備
は
不
十
分
で
あ
っ

た
た
め
、
労
働
者
の
企
業
へ
の
従
属
と
貧
困
の
放
置
、
こ
う
し
た
状

態
の
競
争
主
義
的
経
済
成
長
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
正
当
化
が
続
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
型
雇
用
の
下

で
形
成
さ
れ
る
近
代
家
族
の
妻
が
担
う
も
の
と
さ
れ
、
未
整
備
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。
現
代
で
は
、
日
本
型
雇
用
が
縮
小
・
解
体
し
、
生
活

保
障
が
全
社
会
的
に
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
必
要

な
賃
金
規
制
・
社
会
保
障
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
整
備
が
ニ
ー
ズ
の
高
ま

り
の
割
に
は
整
っ
て
お
ら
ず
、
生
活
困
難
が
深
刻
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
現
代
の
生
活
困
難
を
克
服
す
る
た
め

に
提
案
し
た
い
の
が
、【
適
正
な
賃
金
＋
社
会
保
障
】
に
よ
る
所
得

保
障
、
普
遍
的
か
つ
無
償
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
保
障
に
よ
る
生
活
保
障

シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
適
正
な
労
働
時
間
規
制
で
あ
る
。

　

①
最
低
賃
金
＋
社
会
保
障
に
よ
る
所
得
保
障

　

ま
ず
、
賃
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
女
性
労
働

者
に
は
非
正
規
は
も
ち
ろ
ん
正
規
で
あ
っ
て
も
、
単
身
で
す
ら
最
低

限
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
賃
金
の
人
が
多
く
存
在
す
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
最
低
限
度
の
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
賃
金
水

準
を
規
定
し
た
最
低
賃
金
規
制
が
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
日
本

の
最
賃
制
度
は
最
賃
付
近
の
労
働
者
を
家
計
補
助
と
想
定
し
て
お

り
、
最
賃
で
は
最
低
限
の
生
活
が
不
可
能
な
水
準
に
設
定
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
女
性
労
働
者
が
貧
困
に
陥
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
同
一
（
価

値
）
労
働
同
一
賃
金
を
対
置
し
、
同
じ
ま
た
は
同
じ
程
度
の
職
務
で

あ
れ
ば
同
じ
賃
金
と
い
う
原
則
を
徹
底
し
て
、
男
女
差
別
賃
金
を
是

正
し
よ
う
と
す
る
主
張
が
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
と
り
く
み

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
賃
金
水
準
の
下
限
を
最
低
賃

金
規
制
で
引
き
上
げ
、
非
正
規
も
含
め
て
処
遇
の
低
い
労
働
者
の
生

活
を
守
り
つ
つ
、
賃
金
水
準
の
底
上
げ
を
図
り
、
こ
の
基
礎
の
上
で

職
務
に
応
じ
た
賃
金
水
準
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
最
低
賃
金
が
時
給
１
５
０
０
円
程
度
に
な
り
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
そ
の
金
額
が
保
障
さ
れ
れ
ば
、
単
身
で
税
・
社
会
保
障

負
担
が
可
能
と
な
り
、
慎
ま
し
や
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
最
低
賃
金
１
５
０
０
円
は
、
単
身
世
帯
の
最
低
生

活
費
を
基
準
に
し
た
金
額
で
あ
り
、
失
業
・
疾
病
に
よ
る
減
収
、
子

育
て
な
ど
の
養
育
費
・
教
育
費
の
発
生
と
い
っ
た
特
別
需
要
に
対
処

し
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要

と
な
っ
て
く
る
の
が
、
社
会
保
障
に
よ
る
所
得
保
障
で
あ
る
。
子
ど

も
の
数
に
応
じ
た
子
ど
も
手
当
、
住
宅
手
当
、
教
育
、
医
療
・
福
祉

な
ど
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
無
償
化
及
び
失
業
・
疾
病
時
の
所
得
保
障

な
ど
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
、
参
考
に
な
る
の
が
生
協
労
連
の
新
社
会
シ
ス
テ
ム
へ

の
提
言
で
あ
る
。
生
協
労
連
は
、
最
低
生
活
費
調
査
を
踏
ま
え
、
40

代
夫
婦
・
子
ど
も
二
人
で
生
活
す
る
た
め
に
、
住
宅
補
助
（
３
万

円
）、
子
ど
も
手
当
（
３
万
円
）、
教
育
の
無
償
化
と
、
最
低
賃
金
１

５
０
０
円
が
あ
れ
ば
、
夫
婦
共
稼
ぎ
で
最
低
限
度
の
生
活
が
で
き
る

と
の
試
算
を
出
し
、
最
賃
１
５
０
０
円
＋
社
会
保
障
で
普
通
に
暮
ら

せ
る
社
会
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
（
生
協
労
連
コ
ー
プ
あ
い
ち
労
働

組
合
『
あ
い
ち
の
な
か
ま
』
２
０
１
７
年
１
月
26
日
、
４
８
９
号
）。

　

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
つ
い
て
も
、
住
宅
補
助
や
子
ど
も
手
当
に
加

え
、
一
人
親
家
庭
児
童
へ
の
手
当
（
児
童
扶
養
手
当
）
の
拡
充
、
家

事
・
育
児
の
た
め
に
労
働
時
間
短
縮
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
親
に
対
す

る
ケ
ア
手
当
な
ど
を
創
設
し
て
い
け
ば
、
や
は
り
最
低
賃
金
＋
社
会

保
障
で
の
生
活
が
見
通
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
保

障
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
は
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
や
富
裕
層
の
租
税
強
化

と
、
国
に
よ
る
財
政
保
障
に
よ
る
財
源
確
保
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

　

最
低
賃
金
＋
社
会
保
障
で
生
活
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
違
い
に
よ
る
差
別
も
、
雇
用
形
態
に
よ
る
差
別
も
緩
和
さ
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れ
、
最
低
限
、
貧
困
が
回
避
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

に
基
づ
く
社
会
関
係
を
つ
く
る
基
盤
と
い
え
よ
う
。

　

②
労
働
時
間
規
制
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

　

労
働
時
間
規
制
に
つ
い
て
は
、
育
児
・
介
護
へ
の
諸
措
置
を
前
提

に
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
特
別
な
も
の
と
し
な
い
た
め
に
、
社
会
全
体

の
労
働
時
間
規
制
を
強
め
る
必
要
が
あ
る
。
家
庭
で
ケ
ア
を
担
う
労

働
者
も
担
わ
な
い
労
働
者
も
含
め
て
、
適
正
な
労
働
時
間
（
例
え
ば

週
35
時
間
）
が
標
準
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
育
児
・
介
護
等
の
時
短
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
少
な
く
な
り
、
職
場
全
体
と
し
て
も
と
り
く
み
や
す

い
。
ま
た
、
雇
用
形
態
に
よ
る
育
児
・
介
護
関
連
の
制
度
利
用
差
別

は
、
直
ち
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

③
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
労
働
条
件
改
善
と
供
給
体
制

　

最
後
に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
関
わ
っ
て
、
述
べ
て
お
き
た

い
。
拡
大
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
労
働
者
の
長
時
間
・
低
賃
金

労
働
に
対
し
て
は
、
業
種
別
職
種
別
の
最
低
賃
金
規
制
、
労
働
時
間

規
制
の
確
立
が
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
最
低
賃
金
や
労
働
時
間
規
制

は
、
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
加
え
、
業
種
・
職
種
固
有

の
規
制
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
医
労
連

の
全
国
一
律
看
護
・
介
護
最
賃
を
求
め
る
取
り
組
み
が
参
考
と
な

る
。

　

ま
た
、
市
場
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
は
、
そ
こ
で
働
く
労

働
者
の
労
働
条
件
も
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
質
も
引
き
下
げ
る
要
因
と
な

る
し
、
供
給
そ
れ
自
体
の
地
域
的
な
格
差
に
も
つ
な
が
る
。
公
共
的

な
供
給
体
制
の
維
持
、
民
間
部
門
の
公
共
的
規
制
の
確
立
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
女
性
労
働
者
の
困
難
は
、
コ
ロ
ナ
禍
そ
れ
自

体
の
経
済
へ
の
影
響
と
い
う
よ
り
、
女
性
の
労
働
者
と
し
て
の
地
位

の
不
安
定
性
、
お
よ
び
賃
金
＋
社
会
保
障
で
生
活
で
き
る
シ
ス
テ
ム

の
欠
如
に
由
来
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
非
正
規
で
あ
っ
て
も

（
も
ち
ろ
ん
正
規
も
）、
雇
用
が
安
定
し
、
労
働
者
と
し
て
等
し
く
扱

わ
れ
、
社
会
保
障
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
生
活
し
て
い
け
る
こ
と

が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
の
災
禍
が
女
性
に
集
中

し
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
平
時
・
非
常
時
を
問
わ
な
い
、
資
本
主

義
的
市
場
の
規
制
に
よ
る
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
の
構
築
こ
そ
、
問
題

の
解
決
に
必
要
な
処
方
箋
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
実
現
の
た
め

の
足
が
か
り
で
あ
る
。
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